
辻堂市民センター・公民館建設検討委員会運営要領 

                      制定 平成２７年 ６月１５日 

                      改正 平成２９年 ４月 ７日 

 

１．目的 

  「辻堂市民センター・公民館の建て替えに関する提言書」（平成２４年５月）

及び「藤沢市公共施設再整備プラン」（平成２６年１１月）を踏まえ、元神奈

川県職員住宅辻堂西アパート、市道及び高浜中学校テニスコート敷地の有効活

用による、辻堂市民センターと周辺公共施設の機能集約や複合化を図ることを

目的とし、新施設の機能の検討や改築に係る諸課題の整理を進めるため、地域

団体の代表等と市役所関係課による建設検討委員会を組織する。 

２．組織 

本会は、別表に掲げる地域団体等及び市役所関係課に選出された委員で構成

する。 

３．所掌事務 

本会は、次に掲げる事項を処理する。 

 （１）新施設の機能の検討 

 （２）新施設の配置計画及びフロア構成の検討 

 （３）改築に係る諸課題の整理 

 （４）地域住民への情報提供・意見集約手法の検討 

 （５）前各事項に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項 

４．委員の任期 

委員の任期は、新施設が完成するまでとする。なお、委員を継続することが

困難となった場合は、選出団体等が後任者を選出することとする。 

５．役員等 

（１）委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

 （２）委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

６．会議 

（１）委員会は、委員長が招集する。 

（２）委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは，委員以外の者を会

議に出席させ、説明又は助言、資料の提出及びその他の協力を求めること

ができる。 

（３）委員は、委員会に代理人を出席させることができる。 

７．会議の公開 

（１）会議は原則として公開とし、傍聴については会議の運営に支障を来さな



い範囲で認める。ただし、審議内容等の都合により会議の全部または一部

を非公開とする。 

（２）会議資料は原則として傍聴者に配布とする。ただし、資料の内容によっ

ては閲覧により対応とする。 

８．事務局 

（１）委員会の事務を処理するため事務局を置く。 

（２）事務局は、辻堂市民センター及び市民自治推進課とする。 

  附 則 

この要領は、平成２７年６月１５日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２９年４月７日から施行する。 

 

別表 （辻堂市民センター・公民館建設検討委員選出団体等） 

  選出団体等の名称 

1 辻堂まちづくり会議 

2 辻堂地区自治会長・町内会長連絡協議会 

3 辻堂地区防災協議会 

4 辻堂地区社会福祉協議会 

5 建設地近隣町内会等 

6 辻堂海岸団地自治会 

7 辻堂公民館評議員会 

8 辻堂市民センター 

9 市民自治推進課 

10 生涯学習総務課 

11 総合市民図書館 

12 地域包括ケアシステム推進室 

13 消防総務課 

14 教育総務課 

 


